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院内で携帯電話を使用している人がいます。
注意しないのですか？

⾒・要望意意

回 答回
近年の携帯電話等の⽇常⽣活への浸透や、医療機器の
電磁的耐性に関する性能の向上に伴い、
医療機関における携帯電話等の使⽤については、制限
する場所は少なくなっております※

当院では、医療機器が多数使⽤される
⼿術室や検査室では携帯電話等の使⽤を
禁⽌しておりますが、待合スペース等に
おいては、ご使⽤いただけます。

ご使⽤に際しては、
マナーモードに設定のうえ、
周りの⽅のご迷惑にならぬよう、ご配慮ください。

携帯ＯＫ

※参考 電波環境協議会「医療機関における携帯電話等の使⽤に関する指針等」


